
（平成２２年１２月１５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 4 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 7 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 3 件

年金記録確認岐阜地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



岐阜厚生年金 事案 1435 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 42年 10月 21日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 8,000円とす

ることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年 10月 21日から同年 12月４日まで 

    私は、昭和 42 年８月にＢ社Ｃ工場からＡ社に出向して勤務し、その後、

同年 10月 21日からは同社の社員として勤務した。申立期間の厚生年金保険

の加入記録が無いが、出向から社員に変わった後も引き続き勤務していたの

で、社会保険料は当然給与から徴収され、他の従業員分と一緒に社会保険事

務所（当時）に納付されているはずであるので、申立期間について厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の同僚及び上司の供述から判断すると、申立人は申立てに係るグループ

会社に継続して勤務し（Ｂ社からＡ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人のＡ社における資格取得日は、同社で申立人と同じ仕事をして

いた同僚が、「申立人は、10月頃に出向から社員に変わった後も、ずっと同じ

場所で勤務していた。」と証言していることから、Ｂ社Ｃ工場の資格喪失日と

同日の昭和 42年 10月 21日とすることが妥当である。 

また、申立期間における標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭

和 42 年 12 月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、２万 8,000

円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

の継承会社であるＤ社は、当時の資料が残っておらず不明としており、このほ

かに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せ

ざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主



が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 

 



岐阜厚生年金 事案 1436 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場における

資格喪失日に係る記録を昭和 22 年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月

額を 80円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

    

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

     基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住    所 ：  

 

   ２ 申立内容の要旨         

    申 立 期 間 ： 昭和 21年４月１日から 22年６月１日まで 

Ａ社に昭和 15年４月に入社して 58年９月に退職するまで、転籍はあった

が一貫して継続勤務した。入社後同社Ｄ工場へ異動するまで、同社Ｃ工場の

試験室において分析の仕事をしていたので、申立期間を厚生年金保険の被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された申立人の履歴書及び同僚の証言並びに申立人から提出

された 40年以上同一事業所に勤務した者に対するＥ市長の「勤続功労者表彰」

から判断すると、申立人はＡ社に継続して勤務し（昭和 22 年６月１日にＡ社

Ｃ工場から同社Ｄ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ工場における昭

和 21年３月の社会保険事務所（当時）の記録から、80円とすることが妥当で

ある。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、Ｂ社は不明と回答しており、このほかに確認できる関連資料及

び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 

 



岐阜厚生年金 事案 1437 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を平成２年５月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 20 万円とするこ

とが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

     基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所  ：   

 

２ 申立内容の要旨         

    申 立 期 間 ： 平成２年４月 30日から同年５月１日まで 

私は、Ａ社を退職する際、次の転職先がＡ社の顧問先であり平成２年５月

１日から出勤する予定だったため、間違いなく同年４月 30 日付けでの退職

処理を依頼し、１日の空白も生じないようにした。したがって、厚生年金保

険の資格喪失日は同年５月１日のはずである。申立期間を厚生年金保険被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人がＡ社から転職するに至る経緯の供述は具体的、かつ、詳細である上、

申立人に係る雇用保険の加入記録も同社の退職日が平成２年４月 30 日である

ことが確認できることから、申立人が同日まで同社に勤務していたことを認め

ることができる。 

また、Ａ社は、当時の給与からの社会保険料控除方法は、当月控除であり、

申立人について平成２年４月の厚生年金保険料を控除した可能性が高い旨の

回答をしている。 

 これらのことから、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成２年

３月の社会保険事務所（当時）の記録から 20万円とすることが妥当である。 

また、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、確認

できる関連資料及び周辺事情は無いものの、事業主は申立期間について厚生年

金保険被保険者資格喪失届の記載を誤ったかもしれないとしている上、事業主

が資格喪失日を平成２年４月 30 日として届け出たにもかかわらず、社会保険

事務所がこれを同年５月１日と記録することは考え難いことから、事業主が同



年４月 30 日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人

に係る同年４月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所

が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合

又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

 



岐阜厚生年金 事案 1438 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、申立期間①及び②は 13 万

5,000円、申立期間③は 13万 4,000円、申立期間④は 13万 2,000円、申立期

間⑤は 13 万 1,000 円、申立期間⑥及び⑦は 12 万 9,000 円、申立期間⑧は 12

万 7,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  ①  平成 15年８月 12日 

             ②  平成 15年 12月 26日 

             ③  平成 16年８月 12日 

             ④  平成 16年 12月 26日 

             ⑤  平成 17年８月 12日 

             ⑥  平成 17年 12月 26日 

             ⑦  平成 18年８月 12日 

             ⑧  平成 18年 12月 26日 

         Ａ社での勤務期間中、平成 15 年から 18 年まで毎年８月と 12 月に賞与の

支給があった。賞与額は給料の１か月分の 38 万円くらいで、所得税と保険

料が差し引かれ手取額は 34 万円くらいだった。明細書は手元に残っていな

いが、ねんきん定期便に賞与の記録が無いので記録の訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

      Ａ社から提出された申立期間の振替伝票（賞与）及び給与支払明細書（賞与）

により、申立人は同社から賞与の支払を受け、厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき、標準賞与額を改定又は決定し、記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額のそれ

ぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいず

れか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、申立人のＡ社における振替

伝票（賞与）及び給与支払明細書（賞与）の保険料控除額から、申立期間①及



び②は 13万 5,000円、申立期間③は 13万 4,000円、申立期間④は 13万 2,000

円、申立期間⑤は 13万 1,000円、申立期間⑥及び⑦は 12万 9,000円、申立期

間⑧は 12万 7,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、事業主は、申立人の申立期間に係る賞与の届出及び保険料を納

付していないことを認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人

に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行ってお

らず、事業主は、申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

 



岐阜国民年金 事案 879 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 63 年５月から平成２年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 43年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年５月から平成２年３月まで 

学生の頃、父親から、国民年金に加入し保険料を納付していると聞いた。

弟妹が納付済みになっており、私だけ未加入とされていることは納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立人の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が見当たらない。 

また、申立期間当時、申立人は学生であるため、国民年金に加入するために

は任意加入手続を行わなければならないが、申立人自身は国民年金の加入手続

及び国民年金保険料の納付に直接関与しておらず、それらを行ったとする申立

人の父親に聴取しても、国民年金の加入手続及び保険料の納付金額についての

記憶は明確ではない。 

さらに、申立人は、弟妹が納付済みになっており、自分だけ未納はあり得な

いと主張しているところ、申立人の弟は、制度改正により、学生が任意加入か

ら強制加入になった平成３年４月以降の４年１月に国民年金被保険者資格を

取得している。なお、申立期間当時、申立人の妹は、厚生年金保険の被保険者

である。 

加えて、申立人は、現在所持している１冊の年金手帳以外に交付を受けたこ

とが無いと述べているなど、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたこ

とをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

    



岐阜国民年金 事案 880 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和41年７月から46年３月までの期間及び平成４年４月から５年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたもの及び免除され

ていなかったものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41年７月から 46年３月まで 

         ② 平成４年４月から５年３月まで 

申立期間①については、当時はＡ県の大学に在学していたが、帰省した折、

父親から、両親の国民年金保険料と一緒に私の国民年金保険料を町内役員に

納付していると聞いた記憶があるので、当該期間が未納とされていることに

納得がいかない。申立期間②については、免除申請をしたことになっている

が、自分では申請をしていないし、当時の妻からも免除申請をしたという話

は聞いていないので、免除となっていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、加入手続及び保険料の納付に直接関与し

ておらず、父親に任せていたとしているが、その父親は既に死亡しているため、

当時の状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 46 年９月に払い出されてい

るため、申立期間①の大部分は時効により納付することができない上、別の国

民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たら

ない。 

さらに、申立期間①の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の父親が申立期間の保険料を納付し

ていたことを裏付ける関係人の証言も得られないことから、申立期間①におい

てその父親が申立人の国民年金保険料を納付していたことを推認することは

困難である。 

申立期間②については、申立人は、免除申請をしていないと主張しているが、

免除審査を行う場合、申請者本人のほか、配偶者及び世帯主も所得基準の範囲

内であることが必要であり、オンライン記録により、当該期間はその元妻も免

除期間となっている上、夫婦同一日（平成４年５月 30 日）に免除申請された

ことが確認できる。これらのことから、申立人の元妻に当時の状況を確認する



ことができないものの、申立期間②の免除申請については、申立人又はその元

妻が行ったものと考えても不自然ではない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたもの及び免除されて

いなかったものと認めることはできない。 

    



岐阜国民年金 事案 881 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48年２月から 58年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 26年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 48年２月から 58年 12月まで 

    昭和 60 年頃、町内の方に国民年金の加入を勧められ、夫婦で国民年金に

加入した。その際、保険料を遡って納付できることを聞き、まとめて納付し

た覚えがある。申立期間が未納となっていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 60 年頃、町内の方に国民年金の加入を勧められ、夫婦で国

民年金に加入し、その際、保険料を遡って納付できることを聞き、まとめて納

付したと主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号は同年３月頃に夫婦

連番で払い出されており、申立期間の大部分の国民年金保険料は時効により納

付することができない上、特例納付の実施期間でもない。 

   また、申立期間当時、申立人に対して、別の国民年金手帳記号番号が払い出

されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

さらに、申立期間は、131か月と長期間であり、申立人が申立人の国民年金

保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無い上、

申立人夫婦に聴取しても申立期間当時の記憶が曖昧であるため、国民年金の加

入状況及び保険料の納付状況等が不明である。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

    



岐阜国民年金 事案 882 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 49年 10月から 58年 12月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立ての要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 26年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 49年 10月から 58年 12月まで 

    昭和 60 年頃、町内の方に国民年金の加入を勧められ、夫婦で国民年金に

加入した。その際、保険料を遡って納付できることを聞き、まとめて納付し

た覚えがある。申立期間が未納となっていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 60 年頃、町内の方に国民年金の加入を勧められ、夫婦で国

民年金に加入し、その際、保険料を遡って納付できることを聞き、まとめて納

付したと主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号は同年３月頃に夫婦

連番で払い出されており、申立期間の大部分の国民年金保険料は時効により納

付することができない上、特例納付の実施期間でもない。 

   また、申立期間当時、申立人に対して、別の国民年金手帳記号番号が払い出

されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

さらに、申立期間は、111か月と長期間であり、申立人が申立人の国民年金

保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無い上、

申立人夫婦に聴取しても申立期間当時の記憶が曖昧であるため、国民年金の加

入状況及び保険料の納付状況等が不明である。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 

    

 



岐阜厚生年金 事案 1439（事案 267の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 25年８月１日から 31年９月 20日まで 

    私は、終戦後父親が経営するＡ社（その後、Ｂ社）を手伝いはじめ、昭和

31年９月からＣ社に勤務するまで材木の仕事に従事していた。同年 10月に

結婚し、その直前まで働いていたが、25 年８月１日から 31 年９月 20 日ま

での厚生年金保険加入記録が無い。申立期間について厚生年金保険被保険者

期間として認めてほしい。          

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、複数の同僚の証言等により、申立人が申

立期間において、Ａ社に勤務していたことは推認できるものの、ⅰ）当該事業

所に係る厚生年金保険被保険者名簿によれば、申立人の資格喪失日は昭和 25

年８月１日と記載され、オンライン記録と一致していること、ⅱ）一緒に勤務

していた兄弟３人の厚生年金保険加入記録はそれぞれ相違し、兄弟の厚生年金

保険について、適正な加入手続が行われていなかったことがうかがえること、

ⅲ）当該事業所は現存しておらず、当時の事業主及び役員も死亡等により証言

を得ることができないことから、申立期間に係る厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料が無いとして、既に当委員会の決定に基づき、平成 21

年６月４日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

申立人は、今回の申立てにおいて、新たに当時の勤務実態について確認して

ほしいとして複数の同僚等の名前を挙げており、今回新たに元役員及び５人の

同僚からは勤務についての証言は得られたものの、申立人の給与から厚生年金

保険料が控除されていたことについての証言は得られない。 

これらのことから、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認めら

れず、そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事実は見当たらない

ことから、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

    



岐阜厚生年金 事案 1440 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

     基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 明治 45年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨         

    申 立 期 間 ： 昭和 21年７月１日から 22年７月１日まで 

    Ａ社Ｂ支店から送られてきた社員名簿を確認したところ、同社Ｃ支店への

入社年月日が昭和 21 年７月１日になっていたことから、申立期間を厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

（注） 申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｂ支店の回答及び申立人に係る社員名簿から、申立人は、申立期間にお

いて、同社Ｃ支店に勤務していたことが確認できる。 

 しかしながら、複数の同僚が、「当時、試用期間があった。」と証言している

上、上記の同僚及びＡ社Ｂ支店が申立人と同時期に入社したとして名前を挙げ

た複数の同僚（勤務事業所は申立人と異なる。）についても、入社時期と資格

取得時期が相違していることから、同社においては、全ての従業員について、

入社と同時に厚生年金保険に加入させる取扱いではなかったことがうかがえ

る。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

    



岐阜厚生年金 事案 1441 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 36年３月１日から 37年４月１日まで 

         Ａ社には、昭和 36 年３月１日から 38 年５月 31 日まで勤めたが、申立期

間の厚生年金保険の被保険者期間が抜けているので納得がいかない。当時の

日記帳や出納帳を提出するので、申立期間について厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された日記帳の記載から、申立人は、申立期間においてＡ社

に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、上記の日記帳に記載のある複数の同僚のうち、５人について

はＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿又は健康保険厚生年金保険

被保険者原票に氏名が無い上、複数の同僚は、｢入社時期と資格取得時期が一

致していない。｣と証言していることから、同社では、全ての従業員について、

入社と同時に厚生年金保険被保険者資格を取得させる取扱いではなかったこ

とがうかがえる。 

また、上記日記帳の昭和 37年４月には、「健康保険も後５日もすればできる

だろう。」、「同僚が健康保険を持ってきてくれた。」と記載されていることから、

事業主が同年４月に健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届を社会保険事

務所（当時）に届け出たことがうかがえる。 

さらに、Ａ社は、昭和 38年 10月 15日に厚生年金保険の適用事業所ではな

くなっており、当時の事業主は死亡していることから、申立人の申立期間にお

ける厚生年金保険料の控除について証言を得ることができない。 

このほか、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料の控除を確認できる給

与明細書等の資料を所持しておらず、申立人の申立期間における厚生年金保険

料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 


